
はじめに

本年7月にロシアの海洋調査船が北極点海底に国旗を立てたことは、世界の耳目を集めた。

ロシアは当該海底に自国の大陸棚（CS）を設定し、海底資源の探査や開発の主権的権利を行

使する企図である。

そのような海底資源への国家の欲求を満たすと期待されるのが、1982年国際連合海洋法

条約（LOSC）76条が設立した200海里を越える大陸棚（以下、200海里を越えるCSのみを指す

場合には、「OCS」と記す）の制度である。大陸棚制度そのものは、1958年の大陸棚条約

（CSC）で設立され、その基本的な部分は、慣習法化しているとされる。沿岸国は、大陸棚

への領域主権とは異なるが、大陸棚の天然資源の探査・開発につき、排他的な主権的権利

をもつ。

LOSCでも、領海の幅をはかる基線から200海里の距離までの海底は、大陸縁辺部の外縁

がそこまで延びていなくても法的にCSとみなされ、そこでは基本的にCSC以来の大陸棚制

度が温存されている。200海里を越えるCSでは、LOSCが新たにOCS制度を設立した。76条

1項は、領土の海底への自然の延長をたどり、200海里を越えても大陸縁辺部外縁までをCS

とする。同条3―6項の規定に従い、沿岸国はCSの限界（以下、200海里を越えるCS限界を

「OCS限界」と記す）を設定できる。沿岸国は、同8項の大陸棚限界委員会（「委員会」）に

OCS限界に関する情報を提出し（以下、「申請」と記す）、委員会の勧告に基づきOCS限界設

定を行なう。

日本も、海洋基本法採択後に強化された海洋法政策決定の体制の下で、委員会への申請期

限である2009年5月に向けて申請準備を進めている（1）。そこで本稿は、その理由は各々を論

ずる際に示すが、日本のOCS限界設定に密接に関連すると考えられる、次の3点に焦点をあ

てる。第一に、CSへの沿岸国の主権的権利の根拠（権原）、第二に、OCS限界設定の基点とな

るCS脚部の決定を中心に、日本の太平洋側の海底がもつ特徴に照らした76条関連規定群の

解釈、第三に、OCS限界設定における、沿岸国・委員会・他のLOSC当事国等の関係である。

1 CSへの沿岸国の主権的権利の根拠：沿岸国権原

（1） LOSC以前における日本の立場

LOSCに先行するCSCを、日本は批准していない。CS資源に含まれる沿岸国の主権的権
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利の対象とされる定着性生物資源の範囲をめぐり、諸国と見解が対立したためである（2）。け

れども、日本は、北海大陸棚事件の国際司法裁判所（ICJ）判決に依拠し、CS制度の基本を

なし沿岸国の主権的権利を定めるCSC1―3条は、定着性生物性資源に関する部分以外は慣

習法化しており、日本もその慣習法上の権利を享受し行使できるとした（3）。北海大陸棚事件

で ICJは、領土から海底へと自然の延長をなすCSへは、領土への主権ゆえに「事実上かつ

始原的に（ipso facto and ab initio）」沿岸国の権利が及ぶとした（4）。

「領土への主権ゆえに」というのは、「陸は海を支配する」という根本的な原則から導か

れる（5）。大陸棚は領土から海の下へ延長する陸であるから、領域主権と同様に、大陸棚への

沿岸国権原は根本的であるとされたと言えよう。北海大陸棚事件で ICJは、沿岸国の権利を

定める法は、CSC2条に具現されているが、それから独立して、実効的先占や権利の実際の

行使に依拠することのない国家に固有の権利（inherent right）として、沿岸国権原の根本的性

質を明言している（6）。

（2） CSに関する沿岸国権原

①CSへの沿岸国権原はLOSCに基づくのか、LOSCから独立に存立する根本性を帯びるの

か、しかもそれは200海里以内と200海里を越えるCSとで同じなのか。この問題が、講学的

議論にはとどまらない意義をもつことは、LOSCのOCS制度起草過程からも明らかである。

CSへの沿岸国権原の根本性は、OCS制度推進派の主要論拠であった。

LOSC起草過程では、当初はOCSに沿岸国の権利を認めることに否定的な見解もあった（7）。

これに対してOCS制度推進派は、LOSC以前より、領土の自然の延長であるCSに対して沿

岸国は権利をもっていたのであり、それは維持されるべきであると主張した（8）。すなわち、

慣習法か、より根本的な原則（「陸は海を支配する」）に基づくかは不明だが、LOSCに依らな

くても、OCSを含むCSへの沿岸国権原は、国際法上確立しているという趣旨であろう。

②権原が何に基づくにせよ、CSへの沿岸国の主権的権利の行使がLOSCに適合していれ

ば、権原をあえて論ずる機会は表面化しにくい。けれども、OCSに沿岸国の権利を認める

か否かにつき、LOSC起草過程では明確な対立があり、個々の論点ごとに妥協が得られたわ

けでもなく、微妙なバランスをとりつつ包括交渉（パッケージ・ディール）により関連条文

群が成立している（9）。そのような背景からすれば、OCS制度が成立したとはいえ、発効した

LOSCの関連条文群の解釈でも、依然として沿岸国権原にさかのぼって対立が繰り返される

ことは十分に予想される。CSへの沿岸国権原は、OCS制度の存立基盤だけではなく、たと

えば、OCS限界設定における沿岸国の一方的行為の法的効果、委員会の権限と機能、沿岸

国と委員会の権限関係などに密接に関連する。ゆえに、CSへの沿岸国権原の問題の検討は、

LOSC発効後でも、関連規定群の適当な解釈を導くためにも重要な意義をもつ。

（3） OCS制度に関する見解および解釈の対立

①200海里以内CSへの沿岸国権原は、上でみた根本原則により確立しているとしても、

LOSCで新設された制度に照らして、OCSへの沿岸国権原については、別に解する可能性も

ある。この問題を考える前提として、LOSC起草過程とLOSC発効後の今後予想される解釈

および見解の対立をみておこう。
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②OCS制度をめぐる対立は、単純化すれば、広大なOCSを獲得できる国と、狭小なOCS

しか獲得できない国および途上国や内陸国のようにOCS開発の可能性の少ない国との対立

に起因する。前者は、沿岸国のCSへの権原の根本性を根拠にすえるのである。

LOSC起草過程で、委員会権限につきこれを制限しようとする見解は、やはり、OCSへの

沿岸国権原の根本性を根拠とした。たとえば、76条8項で沿岸国がOCSの限界設定を委員

会勧告に「基づいて（on the basis of）」行なえば、かかる限界は「最終的で拘束力」をもつ。

「基づいて」という表現は、「考慮して（taking into account）」よりも、委員会勧告の効果を強

める趣旨での修正の結果である。それに対する反対が、沿岸国権原の根本性を理由として

示されていた（10）。

③今後の実際のOCS限界設定においても、次のような状況が予測される。沿岸国が委員

会勧告に満足せず、再申請を繰り返してもその事態が解消されなければ、沿岸国は委員会

勧告に「基づいて」とは言えないOCS限界を設定することがありうる。あるいは、委員会へ

の申請期限が過ぎてしまった場合や、後に第3節で説明するが、OCS限界設定が境界画定紛

争や領域紛争にかかわるために、沿岸国が委員会に申請を行ないにくい場合や、委員会で

の勧告を待つ暫定的な段階もある（11）。それらの場合に沿岸国が一方的にOCS限界を設定し

たり、暫定的に設定している限界があれば、その限界は76条8項に言う「最終的で拘束力を

有する」限界設定ではないが、国際的対抗力をもちうるのか。それを肯定する見解もあり、

かつ、LOSC77条3項（沿岸国のCSへの権利は実効的先占や実際の行使に依存しないことを規定

する）を根拠として、種々の原因によりOCS限界設定が行なわれなくても、沿岸国のOCS

への権原に影響がないことも強調されている（12）。

④また、委員会勧告に「基づいて」沿岸国が設定したOCS限界は、76条8項により「最

終的で拘束力を有する」。同条9項が、沿岸国に、OCS限界が「恒常的に」表示された海図

ほかを、国連事務総長に寄託することを義務付けていることとも合わせて考えると、「沿岸

国が」かかるOCS限界を最終的なものとしこれを変更することは許されず、「沿岸国が」

拘束されることについては争いがない。けれども、他国、すなわち、とりわけLOSC当事国

に対しても76条8項に言う拘束力が及ぶかにつき、これを肯定する見解も否定する見解もあ

る（13）。なお、第3節でみるが、ロシア申請につき日本を含む数ヵ国が公式の抗議をしたこと

は、委員会勧告に拘束力はないが、それに基づきロシアが設定するOCS限界は他国にも拘

束力をもつと想定するからかもしれない。

他国にこの拘束力は及ばないという解釈によれば、他国はLOSC15部の紛争解決規定群に

従い、沿岸国が委員会勧告に基づいて設定するOCS限界を争う余地をもつ。OCS限界をめ

ぐる紛争は第3節で検討するので、ここでは次の点のみを述べる。

「最終的で拘束力を有する」の解釈につき、LOSC15部の紛争解決規定群にはOCS限界を

めぐる紛争につき特別の規定はなく、その観点から示唆を得ることはできない（14）。委員会

勧告に基づき沿岸国が設定したOCS限界は他国をも拘束するという解釈をとっても、他国

は、委員会の勧告に「基づいて」いないことを争う可能性は残る。したがって、他国に対し

ても「最終的で拘束力を有する」と解しても解さなくても、争う根拠や争点に制限がある
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か否かに相違はあるものの、他国が沿岸国による限界設定を争う可能性は残ると言わざる

をえない。

海域限界や境界画定の安定性の要請という一般的考慮や、76条8項の規定ぶり、さらに、

沿岸国「だけ」に「最終的で拘束力を有する」効果を認めてもその意義に疑問が残ること

などから、他国に対しても効果があると解するのが自然である。それにもかかわらず、他

国に沿岸国の設定するOCS限界を争う可能性を広く認める見解があるのは、次の基本的発

想に依る。委員会の権限は縮小されるべきであり、OCS限界設定は沿岸国の権限でこそあ

り、かつ、利害関係をもつ他国との間で、つまりは国家間の「磁場」で決着をつけるべき

ということである（15）。

（4） OCS制度の固有性

①OCS制度は、排他的経済水域がLOSC上の特別の（sui generis）制度であるのと同様にと

らえ、OCSへの沿岸国権原はLOSCに基づいており、LOSCに従う限りで存続しかつ行使さ

れうると解するのが適当と考えられる。かりに、上でみたように、200海里以内CSへの沿

岸国権原の根本性は肯定されるとしても、OCSへの沿岸国権原をそれとは別に解すること

は否定されない。OCSへの沿岸国権原は、LOSC以前にCSへの沿岸国権原について言われ

てきた根本性を、当然には備えていないという解釈には、次のような理由がある。

②76条の条項群は、諸国の対立から妥協を見出すために、包括交渉により微妙なバラン

スのもとに成立しており、かつ、82条の利益配分規定との抱き合わせにおいてこそ合意さ

れた。加えて、OCS限界の設定には委員会が介入し、それには、OCS限界設定が深海底制

度を侵食しないように制限する意義が期待される。OCSへの沿岸国権原の規定は、慣習法

ではなく創設的条文であると評価されてもいる（16）。したがって、76条の条項群や82条から

独立に、OCSへの沿岸国権原が根本原則に基づくとは解しにくい。OCS制度、LOSC規定趣

旨の枠内で存立すると解されるのが妥当であろう。無論、LOSCに従うOCS制度上で、沿岸

国の権利が保護されるために、委員会の手続の整備や、委員会による勧告を沿岸国が争う

手続を認める可能性を考えることには意義がある。

さらに、たしかに77条3項は、沿岸国権原の根本性を反映すると解することもできるが、

これも、それ以外の解釈を許さないわけではない。字義どおりに77条3項を解すれば、OCS

への沿岸国の権利が実効的先占や宣言に依拠しないことを意味するにとどまる。かつ、そ

のことは、OCS限界設定が沿岸国の完全な一方的行為によるのではなく、委員会の権限が

介入することと、整合しないわけでもない。そして、77条3項ゆえに、OCS限界設定がなく

ても、沿岸国はOCSへの権原を保持するが、それは、76条に基づく権原と考えることがで

きるのである（17）。

③日本は、CSC非当事国であり、LOSC発効以前には、CSへの権原を慣習法および根本的

原則に基づかせていた。日本は、LOSC当事国として76条の規定に従い委員会への申請を予

定するが、OCSへの沿岸国権原をいかに解しているかは、必ずしも明らかにはされていな

い。日本のような立場の国が、沿岸国権原を76条のOCS制度の枠内でとらえ、委員会の権

限や機能が適切に行使され実現される限りは、委員会と共同でOCS限界設定を実現すれば、
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沿岸国権原の根本性を理由に沿岸国利益が強調されすぎる危険性を回避し、OCS制度の発

展と76条の適当な解釈に寄与する先進的な国家実践となるのではないだろうか。

2 OCS制度における科学的要因と76条の解釈

（1） OCSへの沿岸国の主権的権利の根拠となる要因：「自然の延長」

①76条1項は、200海里以内では地形・地質のいかんにかかわらず200海里という距離に

より、CSへの沿岸国の主権的権利を認める（18）。200海里を越えては、「領土の自然の延長を

たどって大陸縁辺部の外縁に至るまで」が大陸棚であり、「自然の延長」がその主たる要件

であり沿岸国の主権的権利の根拠である。

大陸縁辺部は、「棚・斜面及びコンチネンタルライズから成」り、大洋底および海洋海嶺

（oceanic ridge）は含まれない（76条3項）。大陸縁辺部の外縁は、大陸斜面脚部の決定に基づ

き、76条4項（a）の（ i）（堆積岩の厚さによる）か（ii）（大陸斜面脚部からの距離による）のいずれ

かの方法で設定される。大陸斜面脚部は、反証がない限り、同項（b）に従い決定される。さ

らに、OCS限界は、同項5、6項によって制限を受ける。

②科学者の間では、これらの条文群につき、地質学的要因や海底地形の生成的要因およ

び形成過程か、それとも地形的要因のいずれが中心かにつき、見解が対立している（19）。筆者

はこれらにつき論ずる能力をもたないが、おおまかに言えば、海底の地質的組成や過去に

おける形成の過程を重視するのか、それとも、現在のある海底地形の姿をそれとして重視

するのか、という対立のようである。

国際法の観点から興味を引くのは、次の2点である。一つは、科学的要因や科学用語を含

む法文の解釈において、科学的知見の発展はいかに反映される（べき）かである。二つは、

大陸縁辺部の外縁設定に不可欠な要素である大陸斜面の脚部の決定方法は、76条4項起草過

程でも争われたが、同項（b）の「反証のない限り」の解釈と、同条項の科学的知見を踏まえ

た実際上の意義である。これらの二つの点は、次の理由で日本のOCS限界設定に、密接に

関連する。

日本海側では近隣諸国との距岸が400海里未満であるので、日本がOCS限界設定を試みる

のは、太平洋側である。太平洋側では、太平洋型（活動的）大陸縁辺部が分布するが、76条

の関連規定群は当時の科学的知見に基づき、大西洋型（非活動的）大陸縁辺部を想定してい

るとされる（20）。そこで、1970年代および80年代のLOSC起草時から、現在に至り、さらに

は、委員会申請時までの間の科学的知見の発展を76条の解釈に反映しうるかという点と、

「反証」規定の意義は、日本のOCS限界設定にとり、重要な意義をもつ（21）。以下、順に検討

していこう。

（2） LOSC76条における科学的用語の解釈　

①76条1項の中心概念は「自然の延長」であり、北海大陸棚事件で ICJが提示して以来、

CS境界画定原則の議論にも多大な影響を与え、LOSCでも維持された。北海大陸棚事件判決

が示した自然の延長の概念は、地質学的（geological）概念とも解されるが、LOSC76条の同

概念は、地形学的（geomorphological）概念であるという解釈が有力であるものの、これを地
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質学的概念ととらえる説と対立している。同条3項が大陸縁辺部の構成を定義するが、そこ

に言う棚、大陸斜面、コンチネンタルライズも地形学的概念とするのが一般的である（22）。

ところで、1999年に委員会は、科学的・技術的ガイドライン（以下、「ガイドライン」）を

発布した（23）。裁判のような法適用機関による解釈とは異なるであろうが、委員会がLOSC76

条に従って申請を「検討（consider）」し勧告する権限（附属書Ⅱ、3条1項（a））をもつ以上、

ガイドラインを76条に含まれる科学的用語や要因の一つの権威的解釈と評価してもよいで

あろう。かつ、ガイドラインは、LOSC起草時より約20年間の科学的知見を反映した解釈と

も言える。その一般的評価としては、大陸斜面脚部の決定に際して、太平洋型縁辺部の特

徴にもふれ、かつ、地質学的要素（地質構造境界）の考慮を認めているとされる（24）。

②条約規定の解釈については、ウイーン条約法条約31条がこれを定めており、条約締結

後の当事国間合意や慣行であれば解釈において考慮される。ガイドラインはそのいずれで

もないし、法的な拘束力はもたないが、ここでみたような委員会権限に鑑みれば、一定の

権威をもつ解釈とみなすことはできよう。

重要なことは、76条が科学的用語を豊富に内包していること、LOSC起草時からOCS限界

設定が現実に着手されはじめるに至るまでの間に、科学的知見が著しく発展したことであ

る。一方で、このような76条の特徴に鑑みれば、同条の規定およびそこに含まれる概念は

本質的に発展的であり、科学的知見の進展を反映していくことを想定していると解するこ

とに理由はあろう（25）。他方で、条約法の根本理念に従えば、起草時の内容にこそ当事国が合

意を与えたのであり、その安定性保護の要請も看過できない。両者の要請を調和的に満た

すためには、委員会の解釈や権限行使につき、沿岸国や他国および、（OCSの設定によりその

範囲が狭められうる）深海底の保護のために海底開発機構などが、OCS限界設定につき76条

に適合するかを争う途を開くとか、審査手続を設立することが考えられる（26）。科学的用語を

含む条文は、たとえば、国際環境保護条約群などでも顕著である。科学的知見の発達に対

応しながら継続的な条約適用を確保するために、条約の規定手法に加えて解釈方法の確立

は、国際法学がとりわけ現代的に担う課題と言える。

（3）「反証」規定の解釈

①76条4項（b）は、「反証がない限り」同項により大陸斜面脚部を決定すると規定する。

「反証がない限り」は、解釈論理からすれば、反証により同項の規定とは異なる脚部決定を

主張する国が立証責任を負うことを意味すると解される。また、実質的な内容の点で、76

条が地形学的要因による自然の延長を規定しており、大陸縁辺部は同じ意味での自然の延

長でなければならず、反証規定によってもこの点は変わらないとの見解もある（27）。

委員会のガイドラインは、76条4項（b）の規定に従う場合と、反証がある場合とを、一般

規則（general rule）と例外（exception）であり、後者は前者を補完するとしており、一応は、

反証を主張する側が立証責任を負うという解釈であると読める（28）。

②ガイドラインはLOSC起草時以後に発達した科学的知見を反映しており、地質学的要因

の考慮を許容するとともに、反証となりうる場合を具体的に挙げて説明している（29）。たしか

に論理的には、76条4項（b）に従う場合と反証がある場合とは「一般規則と例外」の関係に
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あるとはいえ、実際上は、ガイドラインが排除していない要因（地理学的・地形学的・地質

学的要因など）を確実に実証できるかが重要となろう。その意味では、沿岸国申請と委員会

審査の実践の集積によってこそ、どの要因がどの程度のデータや情報により反証として認

められるかが定まっていくとも言える。

実践を待つ段階にはあるが、反証として認められる要因の範囲・要求されるデータや情

報の質や量などによっては、「反証」規定は、実際上は、解釈論理が示すほど原則対例外と

して、反証を主張する沿岸国にとり厳格ではなくなることもありうる。ノルウェー漁業事

件判決で ICJは、ノルウェーの直線基線方式を領海画定の一般原則の適用であるとし、その

イギリスへの対抗力を認定した（30）。海洋境界画定は、地理的・地形的などの科学的要因に

加え、歴史的・社会的・経済的など多様な要因の考慮を求めることがある。同事件判決の

論理は、個々の事例の特殊性を活かしつつも、国際法原則の存在を確保しその適用の範囲

内に個別の事例を内包していくための論理とも言える。LOSC76条4項（b）の原則対例外とい

う構造も、科学的知見の発達とそれを反映する解釈、さらには沿岸国申請と委員会審査の

実践の集積により、ノルウェー漁業事件判決の論理と同様の方向へ変質していく可能性も、

まったく否定されるわけではない。

3 OCS限界設定における沿岸国・委員会・他国の関係

（1） OCS限界設定と境界画定・領域紛争

①76条10項は、同条がCSの境界画定に影響を及ぼすものではないことを規定する。それ

を受けて、委員会の手続規則45およびそれへの附属書Ⅰの核心は、境界画定・領域紛争に

関する権限（competence）は国にあることを認める点にある（31）。

ロシアが2001年に委員会にOCS限界の申請をしたが、日本は、いわゆる北方領土がその

基点に含まれていることから、委員会がこの点につき考慮しないことを公式に要請した（32）。

また、日本のOCS限界申請においては、LOSC121条に従い、沖の鳥島が島としてCSを持ち

うることを前提とすることになる。沖の鳥島を島とすることについては、中国が疑問を提

起している。すでに第1節でOCSへの沿岸国権原との関連で若干ふれたが、OCS限界設定に

関する他国の利害関係につき、OCS限界画定と境界画定紛争との関係を中心として検討を

加えておく（33）。

②まず注意すべきは、200海里以内でもそれを越えても、CSの限界設定と複数国間の境界

画定とは、論理的に別の問題であるという点である。たとえば、A国とB国のOCS限界が、

それぞれある区域まで委員会勧告と沿岸国の行為により設定されたとしても、両国のOCS

が重複すれば、あらためて両国間で境界画定を行ない、それぞれの限界線からそれぞれの

沿岸方向に後退した境界線が引かれうるであろう。200海里以内のCSでも、たとえば日中

間の沿岸間は400海里未満であり、両国とも76条1項に従い、それぞれの沿岸から200海里

のCS限界の設定を行なうことができ、その範囲まで権原をもつ。しかし、それぞれのCSが

重複するため、日本の主張によれば境界線は中間線であり、つまりは、日本は200海里の

CS限界線より日本沿岸方向へ後退した中間線を境界線と認めることになる。このように、
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CSの限界設定と境界画定とは論理的に区別され異なる意義と機能をもつ。したがって、76

条10項は、いわば自明の規定であると言える。

③ところが、委員会は手続規則と附属書Ⅰにより、境界画定や領域紛争に関連するOCS

限界設定の場合には、決定は当事国の権限であるとし、みずからの審理を控える立場をと

っている。実際に、ロシア申請に対する日本の抗議を受けて、委員会は、両国の合意を勧

告した。日本以外にも、数ヵ国がそれぞれの理由で抗議をした。

ここで述べたように、OCS限界設定と境界画定とは区別されるし、領域紛争のすべてが

OCS限界設定にかかわるわけではない。それにもかかわらず委員会が自己の権限や機能を

抑制し、委員会勧告は「勧告」であり法的拘束力をもたないのに、日本や諸国が反応した

のは、（勧告に基づき沿岸国が設定するOCS限界の拘束力の想定にもよろうが）委員会勧告の実

際上の影響力を考慮してのことでもあろう。そうであるならば、論理的区別の問題とは別

に、実際にOCS限界にかかわりうる境界画定・領域紛争の態様や争点につき、実態に即し

て考えると、次のように言えよう。

海域の幅員をはかる基点や基線に関する争いがある場合には、それは、OCS限界設定に

影響しうる。他方で、それ以外の境界画定の法理を争うような紛争は、OCS限界設定には

影響しにくい。また、そこからCSの設定される陸地についての領域主権の争いについては、

日本のロシアの申請に対する抗議を例にとることができる。北方領土への領域主権の所在

が紛争の核心ではあろうが、日本が北方領土が基点とされること自体も争う以上は、ロシ

アのOCS限界設定に影響すると言えよう（34）。

（2） OCS限界設定をめぐるそれ以外の紛争

①境界画定や領域紛争がかかわることがなく、沿岸国のOCS限界設定を他国などが争う

紛争は、どのようなものか。すでに、委員会勧告に「基づく」沿岸国による限界設定でも、

他国は拘束されずにこれを争えるという見解は第1節でみた。そのような紛争の争点は、76

条関連条項の解釈適用を争点に含む可能性が大きい。

②具体的な利害関係をもたない他国が、76条の解釈適用の紛争の当事国となる動機とし

ては、自国のOCS限界設定をにらみながら76条の権威的解釈を求めるとか、深海底制度の

保護目的などが考えられる（35）。いずれにせよ、そのような原告適格が認められた実践は、常

設国際司法裁判所（PCIJ）や ICJの先例では、条約上の根拠のある場合を除けば見出しにく

い（36）。また、OCS制度が深海底制度を侵食しないように、LOSC当事国すべての、さらには、

国際社会の共通利益のために争われるのであれば、国際海底機構の原告適格なども含めて、

紛争解決条項で明定されるべきであろう。LOSCは、この点につき沈黙しているので、今後

の発展を待つほかはない。

おわりに

OCS制度は、科学的要因が重要な意義をもつこともあり、国際法学からは必ずしも十分

な研究が集積しているとは言えない。けれども、この問題は、CSへの沿岸国権原、科学的

発展の条約解釈への反映、深海底制度との調整による国際社会の利益確保など、LOSCのみ
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ならず国際法学にとり貴重な論題を豊富に含んでいる。日本の申請が、これらの点から

OCS制度の発展を先導する貴重な先例となることが、切に期待される。
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R. R. Churchill & A. V. Lowe, The Law of the Sea, 3rd ed., Manchester, 1999.

D. P. O’Connell（ed. by I. A. Shearer）, The International Law of the Sea, Oxford, Vol. 1, 1982, Vol. 2, 1984.
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